
                                                               

高齢者虐待対応におけるフローチャート 

虐待疑い事案の発見 

【相談・通報窓口】 

高齢福祉課又は地域包括支援センター 

コア会議 
【構成メンバー】 

高齢福祉課 

及び庁内・庁外関係機関 

カンファレンス 
・関係者間情報共有 

・介入方法の検討 

・支援計画の検討・決定 

終 結 

【虐待の疑いがなくなった場合・施設入所・死亡等】 

 

支 援 の 実 施 
【成年後見制度・日常生活自立支援事業・措置入所・サービス調整等】 

令和３年 5月改訂 

通報（警察含む） 

・通報受理 

・訪問等による情報収集 

・コアメンバーによる会議開催調整 

・ケースカンファレンス開催調整 

・一時保護 

・措置対応の判断 

・立ち入り調査の判断 

緊急介入の必要性 

継続支援 

・様子観察 

・養護者支援 

・情報共有 


